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厚
生
省
所
管
の
特
殊
法
人
・
年
金
福
祉
事
業
団
は
、
「
年
金
積
立
金
を
活
用
し
て
厚
生
年
金
、
国
民
年
金
等
の
加
入
者
や
需 

 

給
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
」
と
称
し
て
各
種
事
業
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
事
業
の
中
に
は
、
無
責
任
か
つ
放
漫

経
営
に
終
始
し
、
な
ん
ら
「
厚
生
年
金
、
国
民
年
金
等
の
加
入
者
や
需
給
者
の
福
祉
の
増
進
」
に
は
寄
与
し
て
い
な
い
も
の
が

少
な
く
な
い
。
「
大
規
模
年
金
保
養
基
地
事
業
」
「
融
資
事
業
」
、
「
資
金
運
用
事
業
」
な
ど
、
い
ず
れ
の
事
業
を
と
っ
て
み 

 
 

 

て
も
、
年
金
加
入
者
の
貴
重
な
積
立
金
を
湯
水
の
ご
と
く
浪
費
し
、
さ
ら
に
は
運
用
の
失
敗
等
で
年
金
制
度
そ
の
も
の
に
深
刻

な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
続
け
て
い
る
。 

そ
れ
ば
か
り
か
、
厚
生
省
お
よ
び
年
金
福
祉
事
業
団
で
は
、
そ
の
責
任
を
誰
一
人
と
し
て
取
ろ
う
と
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
不
誠
実
か
つ
非
常
識
な
責
任
逃
れ
の
姿
勢
と
弁
解
は
、
今
国
会
の
審
議
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
見
苦
し
い
だ
け
で

な
く
、
と
う
て
い
看
過
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。 

一 

「
年
金
福
祉
事
業
団
の
解
散
及
び
業
務
の
承
継
等
に
関
す
る
法
律
案
」
に
つ
い
て 

（
一
） 

同
法
律
案
の
第
二
条
三
項
に
、
「
除
却
、
取
壊
し
、
滅
失
そ
の
他
の
事
由
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
事
由
」
の
意
味 

 
 

 

国
民
に
と
っ
て
不
可
欠
な
年
金
制
度
を
守
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
法
改
正
の
案
を
中
心
に
、
以
下
質
問
す
る
。 

年
金
福
祉
事
業
団
の
解
散
お
よ
び
承
継
業
務
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 

 



 

（
五
） 

ま
た
、
こ
の
条
文
（
同
法
律
案
の
第
十
八
条
二
項
）
は
、
「
年
金
資
金
運
用
基
金
法
案
」
第
三
十
五
条
三
項
に
書 

 
 

（
四
） 

第
十
八
条
二
項
に
は
、
「
監
査
報
告
書
の
事
務
所
へ
の
備
置
き
及
び
一
般
へ
の
縦
覧
は
要
し
な
い
」
と
書
か
れ
て 

 

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
縦
覧
は
要
し
な
い
」
と
の
文
言
は
、
昨
年
十
月
に
出
さ
れ
た
年
金
審
議
会
の
「
国
民
年 

 
 

金
・
厚
生
年
金
保
険
制
度
改
正
に
関
す
る
意
見
」
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
同
意
見
に
は
、
「
年
金
制 

 

度
に
関
す
る
情
報
公
開
を
進
め
、
制
度
の
透
明
性
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
、
昨
今
の
年
金
制
度
に
対
す
る
国
民
の
不

安
感
を
払
拭
す
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
」
と
あ
る
か
ら
だ
。 

（
三
） 

第
十
五
条
に
書
か
れ
て
い
る
「
保
養
基
地
施
設
の
運
営
及
び
保
養
基
地
資
産
の
管
理
」
を
行
う
法
人
と
は
、
ど
の

よ
う
な
性
格
の
法
人
か
。
ま
た
、
こ
の
法
人
だ
け
が
、
他
の
業
務
を
引
き
継
ぐ
法
人
（
「
政
令
で
定
め
る
法
人
」
） 

 
 

と
性
格
を
異
に
し
て
い
る
理
由
は
な
に
か
。
合
理
的
な
理
由
を
答
弁
さ
れ
た
い
。 

（
二
） 

第
二
条
三
項
に
、
「
政
府
の
出
資
は
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
。
そ
の
場
合
政
府
側
の
減
額
手
続
き
は
ど 

 
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
の
か
。
ま
た
、
政
令
委
任
条
項
が
、
こ
の
法
律
案
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
ど
の
よ

う
な
理
由
か
ら
か
。
あ
わ
せ
て
答
弁
さ
れ
た
い
。 

に
は
、
引
き
継
ぎ
資
産
の
評
価
損
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。
あ
る
い
は
含
ま
れ
な
い
の
か
、
答
弁
さ
れ
た
い
。 

二 

 



 

（
八
） 

同
法
律
案
の
第
二
十
条
七
項
に
は
、
「
債
券
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ 

 
 

の
「
政
令
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
予
定
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た
い
。 

（
七
） 

同
法
律
案
の
第
二
十
条
三
項
に
は
、
「
債
券
の
債
権
者
は
、
基
金
の
財
産
に
つ
い
て
他
の
債
権
者
に
先
立
っ
て
自 

 

己
の
債
権
の
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
何
故
、
何
の
た
め
に
「
他
の
債
権
者
に
先
立
っ

て
自
己
の
債
権
の
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」
の
か
。
答
弁
さ
れ
た
い
。 

（
六
） 

同
法
律
案
の
第
二
十
条
一
項
に
は
、
「
債
券
を
発
行
す
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
債
券
と
は
証
取
法
の
定
め
る
ど
の 

 

よ
う
な
性
格
の
債
券
を
指
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
む
や
み
に
債
券
を
発
行
で
き
な
い
よ
う
な
歯
止
め
的
処
置
は
講

じ
ら
れ
て
い
る
の
か
。
答
弁
さ
れ
た
い
。 

か
れ
て
い
る
条
文
と
の
連
続
性
・
一
体
性
を
欠
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
で
は
「
縦
覧
は
要
し
な
い
」
と
書 

 
 

き
、
後
者
で
は
「
一
般
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
新
し
く
発
足
す
る
基
金

の
経
理
内
容
が
公
開
さ
れ
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
そ
の
基
金
に
承
継
さ
れ
た
一
般
業
務
の
財
務
諸
表
等
に
つ
い
て

も
公
表
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
連
続
性
に
欠
け
、
矛
盾
し
た
条
文
と
し
た
の
か
。 

そ
の
理
由
は
何
か
。
答
弁
さ
れ
た
い
。 

三 

 



 

三 

年
金
福
祉
事
業
団
の
大
規
模
年
金
保
養
基
地
に
つ
い
て 

二
「
年
金
資
金
運
用
基
金
法
案
」
に
つ
い
て 

（
一
） 

大
規
模
年
金
保
養
基
地
の
建
設
資
金
の
償
還
と
し
て
、
充
当
さ
れ
た
出
資
金
（
厚
生
年
金
特
別
会
計
、
船
員
保
険

特
別
会
計
及
び
国
民
年
金
特
別
会
計
か
ら
の
出
資
金
）
の
総
額
は
い
く
ら
か
。
事
業
団
発
足
以
来
今
日
ま
で
の
同
出

（
二
） 

先
に
も
触
れ
た
同
法
案
第
三
十
五
条
三
項
に
つ
い
て
追
加
質
問
す
る
。
こ
の
条
文
に
あ
る
「
一
般
の
閲
覧
に
供
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
「
一
般
」
と
は
、
誰
を
指
し
て
い
る
の
か
。
出
先
庁
で
の
開
示
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
介
し
て
の
開
示
ま
で
含
ま
れ
る
の
か
。
具
体
的
か
つ
詳
細
に
答
弁
さ
れ
た
い
。 

（
一
） 

同
法
案
第
二
十
七
条
一
項
の
一
に
お
い
て
、
「
年
金
資
金
の
管
理
及
び
運
用
の
目
標
に
関
す
る
事
項
」
と
の
文
言 

 

が
あ
る
が
、
こ
こ
で
言
う
「
管
理
の
目
標
」
と
は
何
か
。
同
様
に
、
同
条
文
一
項
の
二
に
あ
る
「
管
理
の
構
成
」
、 

 
 

 

一
の
三
に
あ
る
「
管
理
の
評
価
」
と
は
何
か
。
具
体
的
か
つ
詳
細
に
答
弁
さ
れ
た
い
。 

（
九
） 

同
法
律
案
の
第
二
十
五
条
一
項
に
は
「
保
養
基
地
資
産
の
価
額
」
と
の
文
言
が
あ
る
。
こ
の
場
合
の
価
額
と
は
、

ど
の
よ
う
な
算
出
方
法
に
よ
っ
て
割
り
出
さ
れ
た
も
の
を
い
う
の
か
。
算
出
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た 

 
い
。 

四 

 



 

四 

年
金
福
祉
事
業
団
の
資
金
運
用
事
業
に
つ
い
て 

（
二
） 

資
金
運
用
部
か
ら
借
り
入
れ
て
い
る
資
金
運
用
資
金
の
償
還
財
源
は
何
か
。
そ
の
償
還
額
の
年
度
別
の
金
額
と
と

（
一
） 

資
金
運
用
部
か
ら
の
借
入
金
で
あ
る
資
金
運
用
資
金
の
利
息
は
、
別
途
交
付
金
と
い
う
形
で
政
府
か
ら
充
当
さ
れ

て
い
る
の
か
。
充
当
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
交
付
金
額
を
、
事
業
団
発
足
以
来
今
日
ま
で
、
年
度
別
に
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。 

（
四
） 

年
金
福
祉
事
業
団
か
ら
年
金
保
養
協
会
及
び
各
大
規
模
保
養
施
設
に
出
さ
れ
て
い
る
補
助
金
も
し
く
は
補
助
金
に

類
す
る
資
金
は
あ
る
か
。
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
各
施
設
に
対
す
る
資
金
の
額
を
、
事
業
団
発
足
以
来
今
日
ま
で
の
年
度

別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
三
） 

年
金
福
祉
事
業
団
か
ら
年
金
保
養
協
会
及
び
各
大
規
模
保
養
施
設
に
出
さ
れ
て
い
る
委
託
費
は
あ
る
か
。
あ
れ 

 

ば
、
そ
れ
ら
各
施
設
ご
と
の
委
託
費
を
、
事
業
団
発
足
以
来
今
日
ま
で
の
年
度
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
二
） 

同
出
資
金
の
利
息
に
関
し
て
は
、
同
特
別
会
計
か
ら
の
交
付
金
で
充
当
さ
れ
て
い
る
か
。
充
当
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
交
付
金
額
を
事
業
団
発
足
以
来
今
日
ま
で
、
年
度
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

金
額
を
年
度
別
に
し
、
そ
の
出
資
目
的
と
と
も
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

 

六 

も
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 
「
日
本
老
人
福
祉
事
業
団
」
に
つ
い
て 

（
一
） 
年
金
福
祉
事
業
団
が
融
資
し
て
い
る
「
日
本
老
人
福
祉
財
団
」
に
つ
い
て
、
そ
の
経
営
破
綻
が
新
聞
、
雑
誌
等
で

し
き
り
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
厚
生
省
と
し
て
は
こ
の
よ
う
な
事
態
を
ど
う
考
え
る
の
か
。
と
り
わ
け
経
営
再
建

の
必
要
性
の
有
無
に
つ
い
て
、
答
弁
さ
れ
た
い
。 

（
二
） 

再
建
が
必
要
と
考
え
て
い
る
な
ら
、
そ
の
具
体
的
な
再
建
計
画
の
詳
細
を
、
ま
た
再
建
の
必
要
が
な
い
と
考
え
て

い
る
な
ら
そ
の
詳
細
な
理
由
を
答
弁
さ
れ
た
い
。 

（
三
） 

「
日
本
老
人
福
祉
財
団
」
は
、
平
成
十
年
度
に
債
務
超
過
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
い
た
る
ま
で
放

置
し
て
き
た
厚
生
省
及
び
年
金
福
祉
事
業
団
の
責
任
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


